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● 【制度改正】令和4年10月より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大
となります

● 【注意事項】資格取得届・被扶養者異動届にはマイナンバーの記入を
お願いします

● コロナ禍でも、健康管理の第一歩は健診です！

● 【ご案内】オンラインによる年金制度説明会

● 年金だより

● コロナ禍だからこそ、特定保健指導をICT（遠隔）で受けませんか？

● 健康経営ドラマを公開中です！

● 交通事故や暴力行為により負傷し、保険証を使用する場合は届出の
提出が必要です
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適用事業所数

船舶所有者数

被保険者数

男性

女性

船員

厚生年金 健康保険

57,173 56,593

268 345

512,822人 389,094人

323,966人 267,607人

 3,212人 3,278人

広島県の状況
令和3年8月末



事業主の皆さまへ ー

日本年金機構からのお知らせ
9勺•式団彊令和4年10月より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大となります

厚生年金保険法等の一部改正にともない、 令和 4 年 1 0 月より社会保険加入対象者の適用範囲が拡
大となりますA 法改正により新たに社会保険の加入対象となるのは、 以下の要件に該当する従業員
です。

従業員数101 人以上の企業（※）で働くパート・アルバイトの方で、 込工の全ての

チェックに当てはまる方（令和 4 年 1 0 月以降）
※令和 6 年1 0 月からはさらに適用範囲が拡大し、 従業員が51人以上から100人以下の企業が対
．象となります。

checkl 口 週の所定労働時間が20時間以上3 0時間未満である

check2 口 月額賃金が 8.8 万円以上である
（※基本給及び諸手当を指します。 ただし、 残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。）

check3 □ 2カ月を超える雇用の見込みがある

check4 □ 学生でないこと（休学中や夜間学生は加入対象です。）

手屯資格取得届・被扶養者異動届にはマイナンバーの記入をお願いします

医療機関・薬局がマイナンバーカードや健康保険証で、 患者が加入する健康保険の資格情報を確認
する「オンライン資格確認Iを令和3年3月より順次導入しています。
オンライン資格確認には、 医療費の支払いが一時的に高額になる場合に、 手続きを行うことなく、

医療機関の窓口で一部負担金限度額以上の支払いが不要になる等のメリットがあります。
そのため、 資格取得届及び被扶養者異動届には、 個人番号又は基礎年金番号（健康保険組合に届け
出る場合は必ず個人番号）を、 漏れなく正確に記入していただくようお願いいたします。

制度の詳細や医療機関・薬局のオンライン資格確認の導入状況については下記ホ ー ムペ ー ジをご覧ください。
【厚生労働省特設ホ ー ムペ ー ジ】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08544.html

【マイナンバ ー 総合フリーダイヤル】 0120-95-0178

※平日 9:30�20:00 土日祝 9:30�17:30 音声ガイダンスに従って、 「4 → 2」の順にお進みください。

謳

日本年金機構
Japan Pension Service .’”‘. 
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